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連絡先

白子町職員による私的なインターネット閲覧について、 下記のとおり公開質問しま
すので令和7年4月3日（木）までに文書にて回答を求めます。

なお、本質問及び回答は当会ホームページ等に公開する予定ですので、 予め申し
添えます。

記

報道および町の公表資料等によりますと、 白子町の地域プロジェクトマネージャー

である会計年度任用職員が、 令和6年10月頃から令和7年2月頃までの4 か月
間、 勤務時間の約7割を株価確認や求人情報の検索など、 私的なインターネット閲
覧に充てていたことが判明し、 令和7年3月19日付で停職1か月の懲戒処分を受
けたと承知しております。

この件について、 以下のとおり質問します。

1. 給与の不当利得返還請求の具体的な内容およびスケジユールについて。
2． 本件における懲戒処分の妥当性について

(1)勤務時間の7割が私的活動に費やされた事実に鑑み 、 停職1か月の処分が
当該違反行為の重大性に照らして適切であったか 。

(2 )同様の事案における過去の処分事例との比較検討状況 。

(3 )処分の決定に至った具体的な判断基準とその根拠。

3. 同種事案の再発防止に向けた具体的な対策について。

以上


